
と
貧
困
の
現
状
を
社
会
に 

ア
ピ
ー
ル
す
る
目
的
が
あ

り
ま
す
。 

わ
か
り
や
す
い
弁
論
は
、

マ
ス
コ
ミ
報
道
に
影
響
し
、

裁
判
長
の
理
解
を
促
し
ま

す
。
ま
た
、
大
勢
の
傍
聴
者

は
、
関
心
の
拡
が
り
の
反
映

と
し
て
裁
判
長
に
も
イ
ン

パ
ク
ト
を
与
え
ま
す
。 

                

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

  
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２
回
目
の
口
頭
弁
論
に

も
、
原
告
１
人
が
出
席
し
ま

す
。
ま
た
、
原
告
側
の
弁
護

団
は
、
１
回
目
に
続
い
て
、

パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
使
っ

て
〝
見
て
、
聞
い
て
、
わ
か

る
弁
論
〟
を
展
開
し
ま
す
。 

口
頭
弁
論
終
了
後
、
マ
ス

コ
ミ
に
案
内
し
、
「
報
告
集

会
・
記
者
会
見
」（
別
記
）

を
開
催
し
ま
す
。 

    

「
生
存
権
裁
判
」
は
、
生
活

保
護
基
準
引
き
下
げ
の
不

当
性
を
明
ら
か
に
し
、
国
に

撤
回
を
求
め
る
も
の
で
す

が
、
同
時
に
、
多
く
の
国

民
・
県
民
に
、
社
会
的
背
景 
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生
活
保
護
基
準
の
引
き
下
げ
は
憲
法
二
十
五
条
違
反 

― 

今
年

１
月
８
日
、
富
山
市
在
住
の
生
活
保
護
受
給
者
三
人
が
富
山
市
と
国

を
相
手
に
富
山
地
裁
に
提
訴
。「
富
山
生
存
権
裁
判
」
の
第
２
回
「
口

頭
弁
論
」
が
十
月
七
日
、
富
山
地
裁
の
第
一
号
法
廷
で
行
わ
れ
ま
す
。

第
１
回
目
の
口
頭
弁
論
は
六
月
二
二
日
に
行
わ
れ
、
マ
ス
コ
ミ
も
注

目
し
報
道
し
ま
し
た
。
２
回
目
も
〝
傍
聴
席
を
い
っ
ぱ
い
に
〟
…
会

員
の
皆
さ
ん
を
は
じ
め
多
数
の
参
加
を
よ
び
か
け
ま
す
。 
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